
- 1 - 

 

農畜産物輸出拡大施設整備事業実施要綱（平成 28年１月 20日付け27生産第2393号農林水産事務次官依命通知）の一部改正新旧対照表 

（下線部は、改正箇所） 

改正後 現 行 

農産物等輸出拡大施設整備事業実施要綱 

 

第１ 趣 旨 

我が国の農業は、国民への食料の安定供給という重大な使命に加え、地域社会の活力の維持、

国土及び自然環境の保全等の多面的な機能を有しており、我が国の経済社会の均衡ある発展と

豊かでゆとりのある国民生活の実現のために欠かすことのできない重要な役割を果たしてい

る。 

令和２年12月８日付けで改訂された「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」や令和２年11月30

日に取りまとめられた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、2030年までに５兆

円という農林水産物・食品の輸出額目標の達成に向けた、高品質な我が国の農産物等の一層の

輸出拡大により、強い農林水産業を推進していくことが必要である。 

このため、農産物等輸出拡大施設整備事業において、産地等の取組として、農産物等の輸出

拡大を目指し、その生産・流通体制を構築するために必要な施設整備を支援することとする。 

 

第２ 目 的 

農産物等輸出拡大施設整備事業による対策（以下「本対策」という。）は、第１の趣旨を踏ま

え、次に掲げる政策目的に向け設定される成果目標の達成に資するものとして行うものとする。 

１ （略） 

２ 食品流通のグローバル化 

（１） 輸出拡大卸売市場施設整備 

（２） 輸出物流拠点施設整備 

（３） 輸出物流拠点施設整備のうち国直接採択事業 

 

第３ 対策の実施等 

１ （略） 

２ 対策の取組方向及び内容 

本対策で実施する取組方向は、第２の目的に対応したものとし、その具体的なメニュー、事

業実施主体、採択要件及び交付率は、別表１のⅠ及びⅡに掲げるとおりとする。 

なお、別表１のⅠ及びⅡに定める施設等は、農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品

産業）及び農林水産省農産局長（以下「農産局長等」という。）が別に定める基準を満たすもの

とする。 

ただし、災害等緊急に対応する必要がある事案が生じ、かつ、農産局長等が特に必要と認め

る場合にあっては、別表１のⅠ及びⅡに定めるもののほか、緊急に事業を実施することができ

農畜産物輸出拡大施設整備事業実施要綱 

 

第１ 趣 旨 

我が国の農業は、国民への食料の安定供給という重大な使命に加え、地域社会の活力の維持、

国土及び自然環境の保全等の多面的な機能を有しており、我が国の経済社会の均衡ある発展と

豊かでゆとりのある国民生活の実現のために欠かすことのできない重要な役割を果たしてい

る。 

令和２年12月８日付けで改訂された「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」や令和２年11月30

日に取りまとめられた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、2030年までに５兆

円という農林水産物・食品の輸出額目標の達成に向けた、高品質な我が国の農畜産物の一層の

輸出拡大により、強い農林水産業を推進していくことが必要である。 

このため、農畜産物輸出拡大施設整備事業において、産地等の取組として、農畜産物の輸出

拡大を目指し、その生産・流通体制を構築するために必要な施設整備を支援することとする。 

 

第２ 目 的 

農畜産物輸出拡大施設整備事業による対策（以下「本対策」という。）は、第１の趣旨を踏ま

え、次に掲げる政策目的に向け設定される成果目標の達成に資するものとして行うものとする。 

１ （略） 

２ 食品流通のグローバル化 

   （新設）    

（新設） 

   （新設） 

 

第３ 対策の実施等 

１ （略） 

２ 対策の取組方向及び内容 

本対策で実施する取組方向は、第２の目的に対応したものとし、その具体的なメニュー、事

業実施主体、採択要件及び交付率は、別表１のⅠ及びⅡに掲げるとおりとする。 

なお、別表１のⅠ及びⅡに定める施設等は、農林水産省食料産業局長、農林水産省生産局長

及び農林水産省政策統括官（以下「生産局長等」という。）が別に定める基準を満たすものとす

る。 

ただし、災害等緊急に対応する必要がある事案が生じ、かつ、生産局長等が特に必要と認め

る場合にあっては、別表１のⅠ及びⅡに定めるもののほか、緊急に事業を実施することができ
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るものとする。 

３ 対象地域 

（１）事業の主たる受益地は、原則として、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律

第 58 号）第８条第２項第１号に基づく農業振興地域の農用地区域及び生産緑地法（昭和

49年法律第68号）第３条第１項に基づく生産緑地地区（以下「生産緑地」という。）とす

る。 

ただし、別表１のⅠのメニューの欄の１の（１）の耕種作物産地基幹施設整備のクの生

産技術高度化施設のうち低コスト耐候性ハウス、高度環境制御栽培施設、高度技術導入施

設のうち施設園芸栽培技術高度化施設については、農用地区域及び生産緑地以外を主たる

受益地とすることができる。 

 

（２）産地競争力の強化及び輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組において、

野菜、果樹、茶及び花きを対象とする整備事業を実施する場合にあっては、都市計画法（昭

和43年法律第100号）第７条第２項に規定する市街化区域内（生産緑地を除く。）におい

ても実施できるものとし、実施できる整備事業の内容は、耐用年数が10年以内のものに限

ることとする（ただし、農産局長等が別に定める施設基準は除く。）。 

 

４ 成果目標の基準及び目標年度 

（１）成果目標の基準 

成果目標の内容及び達成すべき成果目標の基準は、農産局長等が別に定めるところによ

るものとする。 

（２）目標年度 

成果目標の目標年度は、次のとおりとする。 

ア 産地競争力の強化及び輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組 

事業実施年度（複数年度の事業にあっては事業完了年度とする。以下同じ。）から５年

以内とする。 

イ （略） 

５～７ （略） 

 

第４ 対策の実施等の手続 

 〇都道府県向け交付金 

１ （略） 

 ２ 都道府県知事は、１により提出された事業実施計画及び自らが事業実施主体となる事業の内

容を踏まえ、別紙様式１号及び３号により、都道府県事業実施計画（以下「都道府県計画」と

いう。）を作成し、地方農政局長等（北海道にあっては農産局長等、沖縄県にあっては内閣府沖

縄総合事務局長、その他の都府県にあっては当該都府県の区域を管轄する地方農政局長をい

う。以下都道府県向け交付金の項において同じ。）に提出し、その成果目標の妥当性について、

るものとする。 

３ 対象地域 

（１）事業の主たる受益地は、原則として、農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律

第 58 号）第８条第２項第１号に基づく農業振興地域の農用地区域及び生産緑地法（昭和

49年法律第68号）第３条第１項に基づく生産緑地地区（以下「生産緑地」という。）とす

る。 

ただし、別表１のⅠのメニューの欄の１の（１）の耕種作物産地基幹施設整備のクの生

産技術高度化施設のうち低コスト耐候性ハウス、高度環境制御栽培施設、高度技術導入施

設のうち施設園芸栽培技術高度化施設及び（２）の畜産物産地基幹施設整備並びにⅡのメ

ニューの欄の１の施設については、農用地区域及び生産緑地以外を主たる受益地とするこ

とができる。 

（２）産地競争力の強化及び輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組において、

野菜、果樹、茶及び花きを対象とする整備事業を実施する場合にあっては、都市計画法（昭

和43年法律第100号）第７条第２項に規定する市街化区域内（生産緑地を除く。以下｢市

街化区域｣という。）においても実施できるものとし、実施できる整備事業の内容は、耐用

年数が10年以内のものに限ることとする（ただし、生産局長等が別に定める施設基準は除

く。）。 

４ 成果目標の基準及び目標年度 

（１）成果目標の基準 

成果目標の内容及び達成すべき成果目標の基準は、生産局長等が別に定めるところによ

るものとする。 

（２）目標年度 

成果目標の目標年度は、次のとおりとする。 

ア 産地競争力の強化及び輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組 

事業実施年度から５年以内とする。 

 

イ （略） 

５～７ （略） 

 

第４ 対策の実施等の手続 

（新設） 

１ （略） 

 ２ 都道府県知事は、１により提出された事業実施計画及び自らが事業実施主体となる事業の内

容を踏まえ、別紙様式１号及び３号により、都道府県事業実施計画（以下「都道府県計画」と

いう。）を作成し、地方農政局長等（北海道にあっては生産局長等、沖縄県にあっては内閣府沖

縄総合事務局長、その他の都府県にあっては当該都府県の区域を管轄する地方農政局長をい

う。以下同じ。）に提出し、その成果目標の妥当性について、地方農政局長等と協議を行うもの
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地方農政局長等と協議を行うものとする。 

３～６ （略） 

〇国直接採択事業 

７ 事業実施主体は、別紙様式６号に定める事業実施計画を作成し、地方農政局長等（北海道に

あっては大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）、沖縄にあっては内閣府沖縄総合事務局長を

いう、その他の都府県にあっては当該都府県の区域を管轄する地方農政局長をいう。以下国直

接採択事業の項において同じ。）に提出し、その承認を受けるものとする。 

８ 事業の範囲が複数の地方農政局等の管轄する都道府県にわたる場合においては、事業実施主

体は、その所在する又は主たる活動を行う都道府県を管轄する地方農政局長等に事業実施計画

を提出し、その承認を受けるものとする。 

  なお、事業実施計画の提出を受けた地方農政局長等は、承認を行うに当たり、あらかじめ関

係地方農政局長等に対し、事業実施計画の写しを送付し、必要な調整を図るものとする。 

９ 地方農政局長等は、事業実施主体から提出された事業実施計画を審査し、その承認に当たっ

ては、必要に応じ関係部局で構成する検討会を開催して協議の内容を検討することとし、検討

会の運営に当たっては公平性の確保に努めるものとする。 

10 成果目標の達成に資する場合には、本対策の範囲内で、取組内容等を変更することができる。 

  ただし、以下に掲げる場合にあっては、重要な変更として、８に準じた手続を行うものとす

る。 

（１）成果目標の変更 

（２）事業の中止又は廃止 

（３）事業実施主体の変更 

11 事業の着手は、原則として、交付決定後に行うものとする。 

  ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情に

よる場合においては、事業の内容が明確となり、かつ、補助金の交付が確実となったときに限

り、事業実施主体は、交付決定前であっても着手することができるものとする。この場合にお

いては、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上

で行うものとする。 

 

第５ 対策の実施期間 

事業実施期間は、交付決定の日から令和４年３月31日までとする。 

 

第６ 国の助成措置 

１ （略） 

 ２ 交付金の交付を受けた都道府県知事が市町村に対して交付を受けた交付金を交付する場合

には、本要綱に準じて、市町村の自主性を活かした国産農産物等の輸出のための生産・流通体

制の構築のための施策の展開を尊重した方法により交付するよう努めるものとする。 

３ （略） 

とする。 

３～６ （略） 

 （新設） 

（新設） 

  

 

 

（新設） 

 

 

  

 

（新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第５ 対策の実施期間 

事業実施期間は、交付決定の日から令和３年３月31日までとする。 

 

第６ 国の助成措置 

１ （略） 

 ２ 交付金の交付を受けた都道府県知事が市町村に対して交付を受けた交付金を交付する場合

には、本要綱に準じて、市町村の自主性を活かした国産農畜産物の輸出のための生産・流通体

制の構築のための施策の展開を尊重した方法により交付するよう努めるものとする。 

３ （略） 
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第７ 事業実施状況の報告等 

〇都道府県向け交付金 

１～３ （略） 

 ４ １及び３の作成に当たっての留意事項は、第 12 のほか、農産局長等が別に定めるところに

よるものとする。 

５ （略） 

〇国直接採択事業 

６ 事業実施主体は、本対策の実施年度から目標年度の前年度までの間における成果目標の達成

状況について、別紙様式６号により、毎年度、当該年度における事業実施報告書により地方農

政局長等に報告するものとする。 

７ 地方農政局長等は、６による報告を受けた場合には、その内容について点検をし、成果目標

の達成が困難と判断した場合等は、当該事業実施主体に対して改善計画を提出させる等、適切

な改善措置を講ずるものとする。 

８ 地方農政局長等は事業実施主体に対し、６及び７に定める報告以外に、必要に応じ、報告や

必要な資料の提出を求めることができるものとする。 

 

第８ 対策の評価 

〇都道府県向け交付金 

（略） 

１～３ （略） 

 ４ 地方農政局長等は、２の都道府県知事からの報告を受けた場合には、内容を点検評価し、遅

滞なく関係部局で構成する検討会を開催し、成果目標の達成度等の評価を行うこととし、必要

に応じ評価結果を踏まえ、都道府県知事を指導するものとする。 

   なお、当該評価結果を農産局長等に報告するものとする。 

５ （略） 

 ６ 農産局長等は、４の地方農政局長等からの報告を受けた場合には、本対策の関係者以外の者

の意見を聴取しつつ、評価結果を取りまとめ、次年度の適正な対策の執行に反映させるものと

する。 

７ 事業評価を行った事業実施主体、都道府県知事、地方農政局長等及び農産局長等は、原則と

して事業評価を行った年度に、その結果を公表するものとする。 

８ （略） 

〇国直接採択事業 

   事業実施計画等に定められた成果目標の達成状況について、次に掲げる方法で事業評価を行

うものとする。 

９ 事業実施主体は、事業実施計画等の目標年度の翌年度において、事業実施計画等に定められ

た目標年度の成果目標の達成状況について、自ら評価を行い、別紙様式６号に定める評価報告

 

第７ 事業実施状況の報告等 

 （新設） 

１～３ （略） 

 ４ １及び３の作成に当たっての留意事項は、第 12 のほか、生産局長等が別に定めるところに

よるものとする。 

５ （略） 

（新設） 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

第８ 対策の評価 

 （新設） 

（略） 

１～３ （略） 

 ４ 地方農政局長等は、２の都道府県知事からの報告を受けた場合には、内容を点検評価し、遅

滞なく関係部局で構成する検討会を開催し、成果目標の達成度等の評価を行うこととし、必要

に応じ評価結果を踏まえ、都道府県知事を指導するものとする。 

   なお、当該評価結果を生産局長等に報告するものとする。 

５ （略） 

 ６ 生産局長等は、４の地方農政局長等からの報告を受けた場合には、本対策の関係者以外の者

の意見を聴取しつつ、評価結果を取りまとめ、次年度の適正な対策の執行に反映させるものと

する。 

７ 事業評価を行った事業実施主体、都道府県知事、地方農政局長等及び生産局長等は、原則と

して事業評価を行った年度に、その結果を公表するものとする。 

８ （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 
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書を作成し、その結果を地方農政局長等に報告するものとする。 

   なお、事業の範囲が複数の地方農政局等の管轄する都道府県にあっては、報告を受けた地方

農政局長等は、関係地方農政局長等に対し、報告書の写しを送付するものとする。 

10 地方農政局長等は、９による報告を受けた場合には、遅滞なく関係部局で構成する検討会を

開催し、成果目標の達成度等の評価を行い、その結果を公表するとともに、事業実施計画に定

めた成果目標が未達成であった場合は、当該事業実施主体に対して農産局長等が別に定めると

ころにより改善計画を提出させるなど、適切な措置を講ずるとともに、当該評価結果及び指導

内容を大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）に報告するものとする。 

11 地方農政局長等は、以下に該当する場合であって、事業実施主体から成果目標の変更又は評

価終了の改善計画が提出され、評価検討委員会に諮り、妥当と判断された場合には成果目標を

変更し、又は評価を終了することができる。 

  ア 自然災害等により取組が困難となるような事態が生じている場合 

  イ 社会経済情勢の変化により成果目標の達成が困難となるような事態が生じている場   

合 

12 国は、本対策の効果的な実施に資するため、対策の実施効果その他必要な事項に関する調査

を行うものとする。 

 

第９ 指導推進等   

 〇都道府県向け交付金 

１・２ （略） 

 

〇国直接採択事業 

   国は、本対策の効果的かつ適正な推進のため、本対策の実施についての推進指導に当たる 

ものとする。 

 

第10 （略） 

 

第11 他の施策等との関連 

（略） 

１～５ （略） 

６ 農産物等の需給の調整のための施策 

７～９ （略） 

 

第12 取組ごとの実施方針及び留意事項 

取組ごとの実施方針及び実施に当たっての留意事項については次に定めるもののほか、農産

局長等が別に定めるところによるものとする。 

１ 周辺環境への配慮 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

第９ 指導推進等   

（新設） 

１・２ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

第10 （略） 

 

第11 他の施策等との関連 

（略） 

１～５ （略） 

６ 農畜産物の需給の調整のための施策 

７～９ （略） 

 

第12 取組ごとの実施方針及び留意事項 

取組ごとの実施方針及び実施に当たっての留意事項については次に定めるもののほか、生産

局長等が別に定めるところによるものとする。 

１ 周辺環境への配慮 
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産地基幹施設の整備に当たっては、環境汚染、騒音等の公害・衛生問題等に留意するものと

する。 

 

 

 

２～５ （略） 

６ 環境と調和のとれた農業生産活動 

事業実施主体及び事業の受益者は、「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」（平成

17年３月 31日付け 16生産第 8377号農林水産省生産局長通知。以下「環境と調和のとれた農

業生産活動通知」という。）に基づき、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう努める

ものとする。ただし、事業の受益者については、農林水産省作成の「農業生産工程管理（ＧＡ

Ｐ）の共通基盤に関するガイドライン」に準拠したＧＡＰを実施する場合はこの限りでない。 

 

７～12 （略） 

 

第13 （略） 

 

産地基幹施設の整備に当たっては、環境汚染、騒音等の公害・衛生問題等に留意するものと

する。 

特に、畜産施設の整備に当たっては、事業実施主体と、都道府県事業実施計画を作成する都

道府県知事及び市町村長など取組が実施される地域を管轄する行政当局が、周辺住民との調整

を必要とする範囲等を相談し調整するものとする。 

２～５ （略） 

６ 環境と調和のとれた農業生産活動 

事業実施主体及び事業の受益者は、「環境と調和のとれた農業生産活動規範について」（平成

17年３月 31日付け 16生産第 8377号農林水産省生産局長通知。以下「環境と調和のとれた農

業生産活動通知」という。）に基づき、環境と調和のとれた農業生産活動が行われるよう努める

ものとする。ただし、事業の受益者については、農産にあっては農林水産省作成の「農業生産

工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」に準拠したＧＡＰと、畜産にあっては

ＧＡＰ取得チャレンジシステムと同等以上の水準の取組を実施する場合はこの限りでない。 

７～12 （略） 

 

第13 （略） 

 

附 則（令和３年12月24日付け３農産第1925号） 

  この通知は、令和３年12月24日から施行する。 
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改正後 現 行 

別表１のⅠ（第３関係）   

政策目的 メニュー 事業実施主体 採択要件 交付率 

 産地競争力

の強化及び輸

出拡大に向け

た広域集荷環

境の整備 

 

 

 

 

 農産物の輸出拡大に向け

た産地基幹施設の整備 

農産物の輸出拡大に向

けた産地基幹施設の整備

及び農産物の輸出拡大に

向けた広域集荷環境の整

備 

 

 次の事業が実施できるも

のとする。 

 

１ 整備事業 

 （略） 

（削る）    

  

 

  事業実施主体は、次に掲げ

る者とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）消費者団体及び市場関

係者（農産局長等が別に定

めるものをいう。以下同じ

。） 

ただし、野菜の取組を対

象とした、産地管理施設の

整備に限るものとする。 

（７）・（８） （略） 

（９）民間事業者（農産局

長が別に定めるものに限

る。） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（10）都道府県知事が地方農

政局長等と協議して認める

団体（以下「特認団体」と

いう。） 

 

採択要件は、次に掲げる

全ての要件を満たすこと。 

（１）～（２） （略） 

（３）農産局長等が別に定

める面積要件等を満た

していること。 

（４）～（５） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

別表１のⅡ（第３関係） 

政策目的 メニュー 事業実施主体 採択要件 交付率 

食品流通の

グローバル化 

 

 

農産物等の輸出拡大に向

けた卸売市場施設等の整備 

 

事業実施主体は、次に掲げ

る者とする。 

（１）～（６） （略） 

採択要件は、次に掲げる

全ての要件を満たすこと。 

（１）（略） 

交付金の交付
率は定額（事業
費の４／10以内
（ただし、農産
局長等が別に定

別表１のⅠ（第３関係）   

政策目的 メニュー 事業実施主体 採択要件 交付率 

 産地競争力

の強化及び輸

出拡大に向け

た広域集荷環

境の整備 

 

 

 

 

 農畜産物の輸出拡大に向

けた産地基幹施設の整備 

農畜産物の輸出拡大に

向けた産地基幹施設の整

備及び農畜産物の輸出拡

大に向けた広域集荷環境

の整備 

 

 次の事業が実施できるも

のとする。 

 

１ 整備事業 

（１） （略） 

（２）畜産物産地基幹施設

整備 

  畜産物処理加工施設 

    

  

 

  事業実施主体は、次に掲げ

る者とする。 

（１）～（５） （略） 

（６）消費者団体及び市場関

係者（生産局長等が別に定

めるものをいう。以下同じ

。） 

ただし、野菜の取組を対

象とした、産地管理施設の

整備に限るものとする。 

（７）・（８） （略） 

（９）民間事業者（生産局

長が別に定めるものに限

る。） 

（10）公益社団法人、公益

財団法人、一般社団法人

及び一般財団法人 

ただし、畜産物処理加工

施設のうち産地食肉センタ

ー、食鳥処理施設及び鶏卵

処理施設の整備に限るもの

とする。 

（11）都道府県知事が地方農

政局長等と協議して認める

団体（以下「特認団体」と

いう。） 

 

採択要件は、次に掲げる

全ての要件を満たすこと。 

（１）～（２） （略） 

（３）生産局長等が別に定

める面積要件等を満た

していること。 

（４）～（５） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

別表１のⅡ（第３関係） 

政策目的 メニュー 事業実施主体 採択要件 交付率 

食品流通の

グローバル化 

 

 

農畜産物の輸出拡大に向

けた卸売市場施設等の整備 

 

事業実施主体は、次に掲げ

る者とする。 

（１）～（６） （略） 

採択要件は、次に掲げる

全ての要件を満たすこと。 

（１）（略） 

交付金の交付
率は定額（事業
費の４／10以内
（ただし、生産
局長等が別に定
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（略） 

 

（７）輸出物流事業者（第２

の２の（３）の事業に限る

。） 

（８）特認団体 

（９）（１）、（２）、（３

）に該当する地方公共団体

が主たる出資者となってい

る法人 

（２）農産局長等が別に定

める要件を満たしているこ

と。 

（３）（略） 

める場合にあっ
ては、農産局長
等が別に定める
率以内））とす
る。 

 

 

別表２（整備事業の事業実施計画） 

政策目的 メニュー 事業実施計画に記載すべき項目 

産地競争力の

強化及び輸出拡

大に向けた広域

集荷環境の整備 

農産物の輸出拡

大に向けた産地基

幹施設の整備 

１ 成果目標の妥当性に関する項目 

  別紙様式１号のⅠの産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の

整備を目的とする取組用に規定されている項目を含み記載するものとする。

ただし、成果目標が契約取引に係る内容である場合には、契約書、確認書、

覚書、需要見込み調査結果及びその他の販路の見込みが確認できる資料を添

付すること。 

２ 成果目標の達成に向けた推進体制づくりに関する項目 

  農産局長等が別に定める成果目標の達成のため、関係機関が一体となった

推進体制が整備され、事業実施主体において推進活動が行われている状況に

ついて記載するものとする。 

３ 費用対効果に関する項目 

  農産局長等が別に定めるところにより算出するものとし、その算出根拠も

併せて記載又は添付するものとする。 

４～８ （略） 

９ 輸出先の求める品質管理や衛生基準等に対応するために必要となる取組に

関する項目 

  農産局長が別に定める基準を満たすことが確実であること又は満たしてい

ることについて記載するものとする。 

10 （略） 

食品流通のグ

ローバル化 

農産物等の輸出

拡大に向けた卸売

市場施設等の整備 

１ （略） 

２ 費用対効果に関する項目 

  農産局長等が別に定めるところにより算出するものとし、その算出根拠を

併記又は添付するものとする。 

３～11 （略） 

 （略） 

 

（新設） 

 

 

（７）特認団体 

（８）（１）、（２）、（３

）に該当する地方公共団体

が主たる出資者となってい

る法人 

（２）生産局長等が別に定

める要件を満たしているこ

と。 

（３）（略） 

める場合にあっ
ては、生産局長
等が別に定める
率以内））とす
る。 

 

 

別表２（整備事業の事業実施計画） 

政策目的 メニュー 事業実施計画に記載すべき項目 

産地競争力の

強化及び輸出拡

大に向けた広域

集荷環境の整備 

農畜産物の輸出

拡大に向けた産地

基幹施設の整備 

１ 成果目標の妥当性に関する項目 

  別紙様式１号のⅠの産地競争力の強化及び輸出拡大に向けた広域集荷環境

の整備を目的とする取組用に規定されている項目を含み記載するものとす

る。ただし、成果目標が契約取引に係る内容である場合には、契約書、確認

書、覚書、需要見込み調査結果及びその他の販路の見込みが確認できる資料

を添付すること。 

２ 成果目標の達成に向けた推進体制づくりに関する項目 

  生産局長等が別に定める成果目標の達成のため、関係機関が一体となった

推進体制が整備され、事業実施主体において推進活動が行われている状況に

ついて記載するものとする。 

３ 費用対効果に関する項目 

  生産局長等が別に定めるところにより算出するものとし、その算出根拠も

併せて記載又は添付するものとする。 

４～８ （略） 

９ 輸出先の求める品質管理や衛生基準等に対応するために必要となる取組に

関する項目 

  生産局長が別に定める基準を満たすことが確実であること又は満たしてい

ることについて記載するものとする。 

10 （略） 

食品流通のグ

ローバル化 

農畜産物の輸出

拡大に向けた卸売

市場施設等の整備 

１ （略） 

２ 費用対効果に関する項目 

  生産局長等が別に定めるところにより算出するものとし、その算出根拠を

併記又は添付するものとする。 

３～11 （略） 
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うち国直接採択

事業にかかる整備 

別紙様式６号に規定されている項目について記載するものとする。 

 

別表３（整備事業の実施状況報告及び評価報告） 

政策目的 メニュー 事業実施計画に記載すべき項目 

産地競争力の

強化及び輸出拡

大に向けた広域

集荷環境の整備 

農産物の輸出拡

大に向けた産地基

幹施設の整備 

１～４ （略） 

５ 農産物輸出に向けた体制整備の取組に関する項目 

事業実施後の状況が分かる資料を添付するものとする。 

ア～オ （略） 

６ （略） 

食品流通のグ

ローバル化 

農産物等の輸出

拡大に向けた卸売

市場施設等の整備 

（略） 

うち国直接採択

事業にかかる整備 

別紙様式６号に規定されている項目について記載するものとする。 

 

別表４・別表５ （略） 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

別表３（整備事業の実施状況報告及び評価報告） 

政策目的 メニュー 事業実施計画に記載すべき項目 

産地競争力の

強化及び輸出拡

大に向けた広域

集荷環境の整備 

農畜産物の輸出

拡大に向けた産地

基幹施設の整備 

１～４ （略） 

５ 農畜産物輸出に向けた体制整備の取組に関する項目 

事業実施後の状況がわかる資料を添付するものとする。 

ア～オ （略） 

６ （略） 

食品流通のグ

ローバル化 

農畜産物の輸出

拡大に向けた卸売

市場施設等の整備 

（略） 

（新設） （新設） 

 

 

別表４・別表５ （略） 

 

 

 

別紙様式１号

１．総括表 （都道府県名：　　　　　　　）

（円）

交付金
都道府県費

市町村費 その他

産

１

産地競争力の強化・輸

出拡大に向けた広域集

荷環境の整備

畑作物・地域特産

物

産

２

産地競争力の強化・輸

出拡大に向けた広域集

荷環境の整備

果樹

食

１

食品流通のグローバル

化

安全・安心な市場

流通

食

２
食品流通のグローバル

化
効率的な市場流通

食

３

（注）１　「番号」の欄については、「産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備」は産、「食品流通のグローバル化」は食と番号の頭につけること。
　　　２　「市町村名」の欄については、都道府県が事業を行う場合には省略すること。
　　　３　「政策目的」の欄については、「産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備」、「食品流通のグローバル化」のいずれかを記入すること。
　　　４　「対象作物等名」の欄については、対象となる具体的な作物等名を記入することとし、複数作物を対象とする場合にあっては併記すること（土地利用型作物で
　　　　種子生産を対象に事業を実施する場合は、作物名の後に種子と記入すること）。また、食品流通のグローバル化及び作物の限定のない取組にあっては記入不要とする。
　　　５　「事業内容」の欄については、要綱別表に掲げる事業の内容を記入するほか、整備する施設の規模、処理量、施設等付帯事業の内容等を含めて記入すること。
　　　６　複数年度の事業の場合は、年度別の事業計画を別紙様式１号別添１に記入すること。
　　　７　複数年の事業であって、２年度目以降の事業を実施する場合は、５．継続事業に記入し、本表には記入しないこと。

（輸出予定
国・地域）

都道府県事業実施計画

備考

完了
年月日対象作物等名

（工種、施設区

分、構造、規格、

能力等）

地区名 負担区分（円）事業費メニュー政策目的
事業実施主体

名
事業内容

番
号

市町村名

別紙様式１号

１．総括表 （都道府県名：　　　　　　　）

（円）

交付金
都道府県費

市町村費 その他

産

１

産地競争力の強化・輸

出拡大に向けた広域集

荷環境の整備

畑作物・地域特産

物

産

２

産地競争力の強化・輸

出拡大に向けた広域集

荷環境の整備

果樹

食

１

食品流通のグローバル

化

安全・安心な市場

流通

食

２
食品流通のグローバル

化
効率的な市場流通

食

３

（注）１　「番号」の欄については、「産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備」は産、「食品流通のグローバル化」は食と番号の頭につけること。
　　　２　「市町村名」の欄については、都道府県が事業を行う場合には省略すること。
　　　３　「政策目的」の欄については、「産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備」、「食品流通のグローバル化」のいずれかを記入すること。
　　　４　「対象作物・畜種等名」の欄については、対象となる具体的な作物・畜種等名を記入することとし、複数作物を対象とする場合にあっては併記すること（土地利用型作物で
　　　　種子生産を対象に事業を実施する場合は、作物名の後に種子と記入すること）。また、食品流通のグローバル化及び作物の限定のない取組にあっては記入不要とする。
　　　５　「事業内容」の欄については、要綱別表に掲げる事業の内容を記入するほか、整備する施設の規模、処理量、施設等付帯事業の内容等を含めて記入すること。
　　　６　複数年度の事業の場合は、年度別の事業計画を別紙様式１号別添１に記入すること。
　　　７　複数年の事業であって、２年度目以降の事業を実施する場合は、５．継続事業に記入し、本表には記入しないこと。

メニュー政策目的
事業実施主体

名
事業内容

番
号

市町村名

（輸出予定
国・地域）

都道府県事業実施計画

備考

完了
年月日

対象作物・畜種等

名
（工種、施設区

分、構造、規格、

能力等）

地区名 負担区分（円）事業費
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別紙様式１号 

Ⅱ 食品流通のグローバル化を目的とする取組用 （略） 

 

別紙様式１号３～４ （略） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

別紙様式１号 

Ⅱ 食品流通のグローバル化を目的とする取組用 （略） 

 

別紙様式１号３～４ （略） 

 

 
 

 

 

 

２．個別表

Ⅰ　産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組用 （○○県　　　　　○○年度）
メニュー メニュー

現状値 目標値 増減率等 目標数値の考え方
事後評価の検証方

法
現状値 目標値 増減率等 目標数値の考え方

事後評価の検証方
法

現状値 目標値

（○○年） （○○年） （設定基準・項目）

（事業実施主体の現況）

（○○年） （○○年） （設定基準・項目）

（事業実施主体の現況）

（○○年） （○○年）

（注）１「番号」欄は、総括表と同様の番号を記入すること。
2 「類別」欄は、「配分基準通知」の別表１－２に定める類別番号を記入すること。
3 「目標値」の欄は、「配分基準通知」の別表１－２の「達成すべき成果目標基準」に沿って、内容・目標数値を記入すること。
 なお、「現状値」については、「配分基準通知」の別表１－２に特に定める場合を除き、原則、直近年のデータとし、直近年が異常年であった場合（激甚災害の発生等）は、さらに前年のデータ又は過去数カ年の平均を現状値とすることができる。

　　 4 「目標数値決定の考え方」の欄は、目標数値の決定に当たって、現状を明らかにし、どのような取組を行うことにより、具体的にどれだけの効果が期待され、その結果として、目標をどれだけ達成できるのかを記入すること。
5 「事後評価の検証方法」の欄は、現状値及び目標値の算出方法について、客観的な手法（方法）により検証ができることを記入すること。
6 「地域提案及び特認団体」の欄については、地域提案に該当する場合「○」、特認団体に該当する場合「△」と記入するとともに、施設の利用計画、収支計画、費用対効果分析等を含む事業実施計画書を添付すること。
7  類別１を選択する場合は、Ⅱ欄は記入しないこと。
8  「輸出額又は輸出割合」の欄は、輸出額の場合は目標年度までの累計額を、輸出割合の場合は目標年度における施設の取扱量又は取扱額の割合を記入すること.

9 　輸出産地としてのリスト化によりポイント加算する場合にあっては、「備考」の欄に輸出産地リストとの連携内容を記載すること。

都道府県の優先的事業加算ポイントを設定した理由

現況値の内容

類別

番
号

設定理由

番
号

市町村
名

事業
実施

主体名

Ⅰ　達成すべき成果目標の具体的な内容及び現況値 備考地域提案
及び特認

団体

(対象となる作

物（品種を含

む。）等も記

入するこ

と。）

類別

成果目標の内容
現況値の内容 (対象となる作

物（品種を含

む。）等も記

入するこ

と。）

成果目標の内容
輸出額又は輸出割合

Ⅱ　達成すべき成果目標の内容及び現況値

（注）１ 「番号」欄は、総括表と同様の番号を記入すること。

（都道府県名：　　　　　　　）

市町村名 地区名 事業実施
主体名

政策目的 備考

開始年度 完了年度 事業費 交付金

産地競争力
の強化

食品流通の
グローバル
化

　（注）１　本表については、事業実施期間が複数年の事業の２年度目以降の事業費を記入すること。
　　　　２　「市町村名」の欄については、都道府県が事業を行う場合には省略すること。
　　　　３　「政策目的」の欄については、「産地競争力の強化」、「食品流通のグローバル化」のいずれかを記入すること。

　　　　　　ただし、複数のメニューがある場合は全て記入すること。
　　　　　　なお、複数年の事業であって、２年度目以降の事業を実施する場合については、従前の例により、政策目標を記入す
　　　　　ること。
　　　　５　「事業内容」の欄にあっては、要綱別表に掲げる事業の内容を記入するほか、整備する施設の規模、処理量、施設等
　　　　　付帯事業の内容等を含めて記入すること。

５．継続事業

事業内容
（工種、施設区

分、構造、規格、
能力等）

メニュー事業実施期間

        ４　「メニュー」の欄については、「農産物等輸出拡大施設整備事業交付金の配分基準について(平成28年１月20日付け
            27生産第2396号農林水産省生産局長)」の別表に定めるメニューの欄に該当する内容を記入すること。

事業費の内訳
（円）

２．個別表

Ⅰ　産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組用
メニュー メニュー

現状値 目標値 増減率等 目標数値の考え方 事後評価の検証方法 現状値 目標値 増減率等 目標数値の考え方 事後評価の検証方法

（○○年） （○○年） （設定基準・項目）

（事業実施主体の現況）

（○○年） （○○年） （設定基準・項目）

（事業実施主体の現況）

（注）１「番号」欄は、総括表と同様の番号を記入すること。
2 「類別」欄は、「配分基準通知」の別表１－２に定める類別番号を記入すること。
3 「目標値」の欄は、「配分基準通知」の別表１－２の「達成すべき成果目標基準」に沿って、内容・目標数値を記入すること。
 なお、「現状値」については、「配分基準通知」の別表１－２に特に定める場合を除き、原則、直近年のデータとし、直近年が異常年であった場合（激甚災害の発生等）は、さらに前年のデータ又は過去数カ年の平均を現状値とすることができる。

　　 4 「目標数値決定の考え方」の欄は、目標数値の決定にあたって、現状を明らかにし、どのような取組を行うことにより、具体的にどれだけの効果が期待され、その結果として、目標をどれだけ達成できるのかを記入すること。

5 「事後評価の検証方法」の欄は、現状値及び目標値の算出方法について、客観的な手法（方法）により検証ができることを記入すること。
6 「地域提案及び特認団体」の欄については、地域提案に該当する場合「○」、特認団体に該当する場合「△」と記入するとともに、施設の利用計画、収支計画、費用対効果分析等を含む事業実施計画書を添付すること。
7  類別１を選択する場合は、Ⅱ欄は記入しないこと。
8  グローバル産地計画の策定によりポイント加算する場合にあっては、備考欄にグローバル産地計画との連携内容を記載するとともに、農林水産大臣が当該計画を認定したことが分かる書類を添付すること。

（新設）

都道府県の優先的事業加算ポイントを設定した理由

グローバ
ル産地計
画との連
携の有無

（○○県　　　　　○○年度）
地域提案
及び特認

団体

(対象となる作

物（品種を含

む。）・畜種

等も記入する

こと。）

類別

成果目標の内容
現況値の内容 (対象となる作

物（品種を含

む。）・畜種

等も記入する

こと。）

現況値の内容

類別

成果目標の内容

Ⅱ　達成すべき成果目標の内容及び現況値

番
号

設定理由

番
号

市町村
名

事業
実施

主体名

Ⅰ　達成すべき成果目標の具体的な内容及び現況値

（注）１ 「番号」欄は、総括表と同様の番号を記入すること。

（都道府県名：　　　　　　　）

市町村名 地区名 事業実施
主体名

政策目的 備考

開始年度 完了年度 事業費 交付金

産地競争力
の強化

食品流通の
グローバル
化

　（注）１　本表については、事業実施期間が複数年の事業の２年度目以降の事業費を記入すること。
　　　　２　「市町村名」の欄については、都道府県が事業を行う場合には省略すること。
　　　　３　「政策目的」の欄については、「産地競争力の強化」、「食品流通のグローバル化」のいずれかを記入すること。
　　　　４　「メニュー」の欄については、「配分基準通知」の別表に定めるメニューの欄に該当する内容を記入すること。

　　　　　　ただし、複数のメニューがある場合は全て記入すること。
　　　　　　なお、複数年の事業であって、２年度目以降の事業を実施する場合については、従前の例により、政策目標を記入す
　　　　　ること。
　　　　５　「事業内容」の欄にあっては、要綱別表に掲げる事業の内容を記入するほか、整備する施設の規模、処理量、施設等
　　　　　付帯事業の内容等を含めて記入すること。

事業費の内訳
（円）

５．継続事業
事業内容

（工種、施設区
分、構造、規格、

能力等）

メニュー事業実施期間
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別紙様式１号 別添1・別添２ （略） 

 

 

 

 

 

 

別紙様式３号         

       番   号  

       年 月 日  

         

○○農政局長 殿         

         

      県（都道府）知事   

      氏  名   

         

         

  ○○年度農産物等輸出拡大施設整備事業の成果目標の（変更の）妥当性等 

  の協議について         

         

         

 農産物等輸出拡大施設整備事業実施要綱（平成27年１月20日付け27生産第2393号 

農林水産事務次官依命通知）第４の２及び３に基づき、関係書類を添えて協議する。 

        

         

（注）１ 関係書類として、別紙様式１号の都道府県事業実施計画並びに輸出事業計画 

別紙様式１号 別添1・別添２ （略） 

 

 
 

別紙様式３号         

       番   号  

       年 月 日  

         

○○農政局長 殿         

         

      県（都道府）知事   

      氏  名   

         

         

  ○○年度農畜産物輸出拡大施設整備事業の成果目標の（変更の）妥当性等 

  の協議について         

         

         

 農畜産物輸出拡大施設整備事業実施要綱（平成27年１月20日付け27生産第2393号 

農林水産事務次官依命通知）第４の２及び３に基づき、関係書類を添えて協議する。 

        

         

（注）１ 関係書類として、別紙様式１号の都道府県事業実施計画及び別紙様式の 

別紙様式２号

整備事業
Ⅰ　産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組用

（○○県　○○年度）

メ

ニュー

①

メ

ニュー

②

事業内容 事業費

備考

（円）

（工種、施

設区分、構

造、規格、

能力等）

交付金 都道府

県費

市町村

費
その他

（例

）○

○市

○○農

協

野菜(○

○)

▼【農産

物輸出に

向けた体

制整備】

▼事業実

施地区に

おいて輸

出向け出

荷割合の

増加

輸出向

け出荷

量1,000

トン

（△年

度）

輸出向

け出荷

量1,050

トン

（□年

度）

輸出向

け出荷

量

1,400

トン

（○年

度）

10%

輸出向け

出荷割合

の増加が

10％増加

した

野菜(○

○)

▼【野

菜】▼

（労働時

間削減）

▼事業実

施地区に

おいて10

ａ当たり

労働時間

を削減

900ｈ

/10a

890ｈ

/10a

850ｈ

/10a
20%

○○野菜

栽培の労

働時間が

20％削減

された

▼【野

菜】▼輸

出額の累

計＞国費

▼輸出累

計額が２

億円以上

1,000万

円

2,000万

円

3,000万

円

5,000万

円
1億円 2億円 100%

輸出額の

累計が国

費を超え

た

・集出荷貯

蔵施設（…

…）

○％
総合

所見

 （注）１　別紙様式１号の２のⅠに準じて作成すること。

　　 　２　別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。

　　 　３　「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。

　　 　４　「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。

　 　　５　「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。なお、「輸出額又は輸出割合」は含めないものとする。

都道府県平均

達成率
・・・・・・・・・・・

３年後

（▽

年）

４年後

（●

年）

５年後

（○

年）

目標値

（○

年）

輸出額又

は輸出割

合のの具

体的な実

績輸出額又

は輸出割

合の具体

的な内容

計画時

（△

年）

１年後

（□

年）

都道府県

の評価

（対象

作物等

名）①

計画時

（△

年）

１年後

（□

年）

２年後

（◇

年）

３年後

（▽

年）

成果目標

の具体的

な実績②

負担区分（円）

１年後

（□

年）

２年後

（◇

年）

（対象

作物等

名）②

計画時

（△

年）
達成率

成果目標

の具体的

な内容②

事業実施後の状況② 輸出額又は輸出割合

２年後

（◇

年）
達成率

完了年

月日

３年後

（▽

年）

４年後

（●

年）

５年後

（○

年）

目標値

（○

年）

事業実施主

体の評価

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

市町

村名

事業実

施主体

名

成果目標

の具体的

な内容①

事業実施後の状況①

成果目標

の具体的

な実績①

目標値

（○

年）
達成率

４年後

（●

年）

５年後

（○

年）

別紙様式２号

整備事業
Ⅰ　産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組用

（○○県　○○年度）

メ

ニュー

①

メ

ニュー

②

事業内容 事業費

備考

（円）

（工種、施

設区分、構

造、規格、

能力等）

交付金 都道府

県費

市町村

費
その他

（例

）○

○市

○○農

協

野菜(○

○)

▼【農畜

産物輸出

に向けた

体制整

備】▼事

業実施地

区におい

て輸出向

け出荷割

合の増加

輸出向

け出荷

量1,000

トン

（△年

度）

輸出向

け出荷

量1,050

トン

（□年

度）

輸出向

け出荷

量

1,400

トン

（○年

度）

10%

輸出向け

出荷割合

の増加が

10％増加

した

野菜(○

○)

▼【野

菜】▼

（労働時

間削減）

▼事業実

施地区に

おいて10

ａ当たり

労働時間

を削減

900ｈ

/10a

890ｈ

/10a

850ｈ

/10a
20%

○○野菜

栽培の労

働時間が

20％削減

された

・集出荷貯

蔵施設（…

…）

○％
総合

所見

 （注）１　別紙様式１号の２のⅠに準じて作成すること。

　　 　２　別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。

　　 　３　「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。

　　 　４　「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。

　 　　５　「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

市町

村名

事業実

施主体

名

成果目標

の具体的

な内容①

事業実施後の状況①

成果目標

の具体的

な実績①

目標値

（○

年）
達成率

４年後

（●

年）

５年後

（○

年）

完了年

月日

事業実施主

体の評価

（対象

作物・

畜種等

名）②

計画時

（△

年）
達成率

成果目標

の具体的

な内容②

事業実施後の状況②

都道府県

の評価

（対象

作物・

畜種等

名）①

計画時

（△

年）

１年後

（□

年）

２年後

（◇

年）

３年後

（▽

年）

成果目標

の具体的

な実績②

負担区分（円）

１年後

（□

年）

２年後

（◇

年）

都道府県平均

達成率
・・・・・・・・・・・

３年後

（▽

年）

４年後

（●

年）

５年後

（○

年）

目標値

（○

年）
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を添付すること       

   ２ 必要に応じて都道府県内の取組一覧表を作成し、添付すること    

   ３ 地域提案、特認団体又は都道府県の協議がある場合は都道府県事業実施計  

    画のほか、事業実施計画書を添付するとともに、特認団体の協議にあっては、  

    別紙様式４号の特認団体協議書を添付すること。    

     

 

別紙様式４号 （略） 

 

別紙様式５号         

       番   号  

       年 月 日  

         

○○農政局長 殿         

         

      県（都道府）知事   

      氏  名   

         

         

農産物等輸出拡大施設整備事業の事業実施状況報告及び評価報告（○○年度）  

          

         

 農産物等輸出拡大施設整備事業実施要綱（平成28年１月20日付け27生産第2393号  

農林水産事務次官依命通知）第７の３及び第８の２の規定により別添のとおり報告する。 

          

         

（注）１ 関係書類として、別紙様式２号を添付すること。     

   ２ 必要に応じて要綱第７の１及び第８の１の規定による事業実施状況報告書及  

    び評価報告書を添付すること       

          

 

 

 

 

 

 

輸出拡大計画を添付すること       

   ２ 必要に応じて都道府県内の取組一覧表を作成し、添付すること    

   ３ 地域提案、特認団体又は都道府県の協議がある場合は都道府県事業実施計  

    画のほか、事業実施計画書を添付するとともに、特認団体の協議にあっては、  

    別紙様式４号の特認団体協議書を添付すること。    

     

 

別紙様式４号 （略） 

 

別紙様式５号         

       番   号  

       年 月 日  

         

○○農政局長 殿         

         

      県（都道府）知事   

      氏  名   

         

         

農畜産物輸出拡大施設整備事業の事業実施状況報告及び評価報告（○○年度）  

          

         

 農畜産物輸出拡大施設整備事業実施要綱（平成28年１月20日付け27生産第2393号  

農林水産事務次官依命通知）第７の３及び第８の２の規定により別添のとおり報告する。 

          

         

（注）１ 関係書類として、別紙様式２号を添付すること。     

   ２ 必要に応じて要綱第７の１及び第８の１の規定による事業実施状況報告書及  

    び評価報告書を添付すること       
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別紙様式６号（第４の国直接採択事業関係） 

 

農産物等輸出拡大施設整備事業 

輸出物流拠点施設整備（国直接採択事業） 

事業実施計画書 

 

（実施状況報告書兼評価報告書） 
 
 
 
 

 事業実施年度：        年度         

 

  事業実施主体名：                          

 

    所 在 地：                          

 

 

別紙様式６号 別添１ 
        

１．事業者の概要      

 事業者名：     

 業務開始年： 昭和○○年（西暦○○○〇年）    

 所在地： ○○県○○市    
 

 業務内容：  
 
 
 

 

  
２．事業の目的・効果等 

    

        

  ○事業の目的     

  

 

 

 
 
 
 

 

        

  ○事業により期待される効果     

   
 
 
 

 

        

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

 
                            

３．事業の内容      ７．関係者との調整状況     

   整備内容： ○○施設の新築工事     ⅰ.施設整備に関すること     

   事業期間： ○○○○年度～○○○○年度       

   主な施設・構造： ○○施設（Ｓ造２階）〇〇〇㎡   

    貯蔵・保管施設（Ｓ造３階）○○○㎡   

          

   事業費         

   
 総事業費： ○○○,○○○円     

    用地費： ○○○,○○○円     

    建設費： ○○○,○○○円     

    うち国庫補助金： ○○○,○○○円      
      

            
      

         ⅱ.整備後の施設使用に関すること    

             

           

           

           

           

４．事業導入効果 ・・・ ○.○○       
      

  ※事業費5,000万円以上の場合に投資効率を記入      
      

            
      

５．食品等流通合理化計画・・・ ○○○○年○○月○○日認定済   
     

  

     （○○○○年○○月申請予定）   
     

  

           
     

  

６．ＢＣＰの策定 ・・・ ○○○○年○○月策定済   
     

  

     （○○○○年○○月策定予定）   
     

  

   

 

                            

８．備考         
 

      

  ①予算措置        ⑥その他 
 

  
  

   
  

   
  

      

       
  

   

  ②都市計画決定 
   

  
   

   
  

         

            

                  

  ③他の事業計画等への位置付け 
            

   
  

         

            

                  

  ④用地の取得 
              

   
○○〇〇年〇月取得済（予定） 

            

   
  

         

            

     
  

           

  ⑤周辺住民との調整   
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別紙様式６号 別添２ 

交付対象施設の整備内容 

Ｎｏ 交付対象施設 施設内容 
整備 

区分 
整備内容 整備施設の活用方法 

既存施設の 

撤去の有無 

1             

2             

（記入要領） 

・施設内容・・・整備を実施する具体的な施設名、設備名、機械名を記載 

・整備区分・・・改良、造成、取得から選択 

・整備内容・・・整備する施設の仕様（規模、数量、耐用年数、特徴等）を具体的かつ詳細に記載。※改良の場合は、施設のどこをどのように改良するのかも記載。 

・整備施設の活用方法・・・整備施設をどのように活用していくのか、数値等を用いて具体的かつ詳細に記載。 

・既存施設の撤去の有無・・・「有」の場合は、交付対象事業費に含まれていないか確認。 
 

 

別紙様式６号 別添３ 
成果目標設定 

 

政策目標 

 

 

成果目標の具体的な内容 

 

目標数値  

目標数値決定の考え方 

 

 

事後評価の検証方法 

 

現状値 

(○年度) 

目標値 

(○年度) 

増減 

(増減率) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○t 

 

 

 

 

 

 

 

 

△△t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□□t 

□％増 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別葉にして提出可） 

 

○現状及び課題（現状値と目標値の乖離の要素

や原因の特定や分析等）を明らかにし、明

らかにされた課題を解決するための基本

的な方針・対応方向を示し、実施すべき具

体的な整備内容や整備後の関係者の取組

等を具体化し、これらの取組の実施によ

り目標値が達成可能となることを論証願

います。 

 

 

 

 

 

 

（別葉にして提出可） 

 

○現状値の算出方法 

 

○目標値の算出方法 

 

（具体的な計算式、具体的な根拠資料（統計資料等）、

具体的な調査方法等を記述すること） 

 

 

 

 

 

 

（「達成すべき成果目標基準」を２つ選択する場合は、それぞれの目標について、各欄に該当内容を記入すること。） 

 

 

 

     

 

 

 
 
 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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別紙様式６号 別添４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）「事業実施主体の評価」欄は、評価の対象となる年度のみ、所見を記入すること。 

 
〇添付書類 

①概算設計書、見積書等、事業費の積算根拠となる資料、②費用対効果分析、③施設の規模算定根拠、④施設の能力、稼働期間等の詳細、⑤位置、配置図、平面図、⑥施設の管

理運営規程、⑦収支計画、⑧その他地方農政局等が必要と認める資料等 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 


